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A 厚生労働省の指針※を踏ま
えると、「職場」において

行われる「性的な言動」に対して、
拒否や抵抗を示すといった対応を
行った「労働者」が、職場の労働
条件で不利益な扱い（例：解雇、
降格、不利益な配置転換等）を受
けること（❶）、あるいは、「性的
な言動」を受けたことで働く環境
が不快なものになり、能力の発揮
に重大な悪影響が生じるなど、そ
の労働者が就業するうえで看過で
きない程度の支障が生じること、
を指します（❷）。
　前者（❶）は「対価型セクシュ
アルハラスメント」といいます。
例えば、上司が部下に対して性的
な関係を要求したが、拒否された
ため、その部下を降格させたなど
のケースが挙げられます。後者
（❷）は「環境型セクシュアルハ
ラスメント」といいます。例えば、
業務中にパソコンでアダルトサイ
ト等を閲覧している人がいて、そ

の様子を見た人が苦痛に感じて業
務に専念できないといったケース
が挙げられます。

A 正規雇用労働者だけでは
なく、契約社員、パート

タイム社員、アルバイト社員など
の非正規雇用労働者まで含まれま
す。事業主が雇用する男女すべて
の労働者と覚えておいていただく
とよいでしょう。

A 性的な行動と性的な内容
の発言が挙げられます。

性的な行動には、性的な関係の強
要や、身体への接触等が含まれま
す。性的な内容の発言は、性的な
冗談や執拗な誘い等が含まれま
す。
　異性に対するものだけではな

　2019 年 5 月には、参議院本会
議で「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律案」が、与党などの
賛成多数により可決・成立しまし
た。この法律によって、セクシュ
アルハラスメント等の防止対策の
更なる強化が求められることにな
りました。
　具体的には、❶セクシュアルハ
ラスメント等に起因する問題に関
する国、事業主及び労働者の責務
の明確化、❷労働者が事業主にセ
クシュアルハラスメント等の相談
をしたこと等を理由とする事業主
による不利益な取扱いの禁止、が
求められています。
　本稿では、改めてセクシュアル
ハラスメントに対して取るべき企
業の対策等を中心に、Q&A 方式
で述べます。

日本総合研究所　小島明子

ハラスメント対策を契機に
「働きがいのある職場」を
めざす

セクシュアルハラスメント第3回

メントは、どのようなことを指す
のでしょうか。

セクシュアルハラスメン
トという言葉を知ってい

る人は増えていると思いますが、
職場におけるセクシュアルハラス

Q1

職場の労働者の範囲に、
非正規雇用労働者は含ま

れるのでしょうか。

Q2

「性的な言動」とはどこ
までが含まれるのでしょ

うか。

Q3
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く、同性に対するものや、性的思
考（人の恋愛・性愛がいずれの性
別を対象とするか）や性自認（性
別に関する自己意識）にかかわら
ず、該当します。

A 勤務時間外の飲み会など
であっても、労働者が業

務を遂行する場所であれば、「職
場」に含まれます。「仕事の世界
におけるハラスメントに関する実
態調査2019（連合調べ）」（以下、
「連合の調査」）によれば、セクシュ
アルハラスメントを受けた人のう
ち、約3割が「取引先」からの
行為であったと回答しています。
例えば、宴会の席で、セクシュア
ルハラスメントを行った人が取引
先など社外の人であっても、従業
員が受けたセクシュアルハラスメ
ントを放置していれば、責任を問
われることになるので注意が必要
です。

A 厚生労働省の指針※によ
り、事業主が雇用管理上

講ずべき措置として、10項目が
定められています。厚生労働省の
ホームページ等でも、詳細を確認
することができます。
①�セクハラの内容、あってはなら
ない旨の方針の明確化と周知・
徹底
②�行為者への厳正な対処方針、内
容の規定化と周知・啓発
③相談窓口の設置
④相談に対する適切な対応
⑤�事実関係の迅速かつ正確な確認
⑥�被害者に対する適正な配置の措
置の実施
⑦�行為者に対する適切な措置の実
施
⑧�再発防止措置の実施
⑨�当事者間のプライバシー保護の
ための措置の実施と周知
⑩�相談、協力等を理由に不利益な
取扱いを行ってはならない旨の
定めと周知・啓発

A 従業員向けのアンケート
の実施や社内のイントラ

ネット等を通じた意見の収集など
の機会を設け、現状を把握するこ
とが大切だと考えます。例えば、
セクシュアルハラスメントを受け
た経験（内容や行為者、背景、社
内への相談の有無等）や、職場が

実施しているセクシュアルハラス
メントに対する取組みへの認知、
セクシュアルハラスメントの基本
的知識などを尋ねることで、発生
状況や、現状の取組みが抱える課
題、従業員の意識を確認すること
ができます。
　セクシュアルハラスメントがメ
インテーマでは、アンケートが
回収しにくいということであれ
ば、働き方改革などをテーマとし
たアンケートの中に盛り込まれる
など、従業員が回答をしやすい形
で行われるのが良いのではないで
しょうか。

A 全従業員向けと管理職向
けの2パターンがあると

考えます。全従業員に浸透させる
方法としては、セクシュアルハラ
スメントの内容やその禁止につい
ての規定を盛り込んだ就業規則の
配布や、それらの内容に関するパ
ンフレット、ポスターの提示、イ
ントラネットでの配信、ハンド
ブック等の配布などが挙げられま
す。特に、経営トップからのメッ
セージの発信は、意識を浸透させ
ていくうえでは最も効果的だと考
えられます。
　管理職に浸透させる方法として
は、管理職向けの研修（あるいは

会社の飲み会の際に、「性
的な言動」を受けました

が、これは、職場におけるセクシュ
アルハラスメントに含まれるので
しょうか。

Q4

企業側は、セクシュアル
ハラスメントに対して、

具体的にどのような対応を取る
ことが求められているのでしょ
うか。

Q5

セクシュアルハラスメン
トに対して、会社として

きちんと取り組んでいこうとする
とき、まずどのようなことから
行っていけば良いのでしょうか。

Q6

セクシュアルハラスメン
トに関する自社の方針や

考え方等をどのように浸透させて
いけば良いでしょうか。

Q7
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進に関する男性管理職の意識調査
結果（2015）」によれば、約 6
割近くが、女性部下との仕事のや
りづらさの理由として、「セクハ
ラやパワハラに必要以上に配慮し
なければならない」と回答してい
ます。女性部下の指導に悩む男性
管理職は少なくありません（図表
1）。男性管理職が日頃疑問に思っ
ていることを集約し、Q&A等の
形で、担当部署が示していくこと
も一案です。

A セクシュアルハラスメン
トの言動が無意識に出て

しまう要因の1つには、男らしさ、
女らしさ、といった固定的な性別

役割分担意識の存在があげられま
す。前述した日本総合研究所の調
査のなかでも、女性の活躍に賛同
する男性管理職は約9割に上る
にもかかわらず、賛同した男性管
理職の約6割が「子どもが3歳
くらいまでは、母親は仕事を持た
ずに育児に専念すべきだ」と回答
しているのです（図表 2）。無意
識のバイアスを完全になくすこと
は難しいですが、無意識のバイア
スの存在があるということを、男
性管理職向けの研修機会の際に周
知することも大切だといえます。

登用時の研修）のなかで重点的に
盛り込むことが挙げられます。

A セクシュアルハラスメン
ト対策を進める大前提は、

経営層がセクシュアルハラスメン
ト対策への理解を示すことと、自
身が行為者にならないように注意
を促すことが重要です。セクシュ
アルハラスメントの放置は、企業
や経営者自身が法的な責任を問わ
れる可能性があります。シリーズ
第二回でも説明していますが、
ESGへの配慮という視点から、
ステークホルダーとの関係が悪化
することで、企業経営に悪影響が
もたらされるリスクもあります。
それらのリスクがあることを、経
営層に理解してもらうことがス
タートとなるのではないでしょう
か。

A 株式会社日本総合研究所
で行った「女性の活躍推

セクハラやパワハラに必要以上に配慮
しなければならない

男性部下に比べて時間外業務を断る
傾向がありマネジメントが難しい

女性部下のライフイベント（妊娠・出
産等）への対応に慣れていない

男性部下に比べて嫌な仕事を断る
傾向がありマネジメントが難しい

時間に制約のある働き方をする女性部
下には、重要な仕事を任せづらい

男性部下に比べて女性部下の指導に
慣れていない

時間に制約のある働き方をする女性部
下には、仕事の公平な配分が難しい

男性部下に比べて女性部下とは
コミュニケーションが取りづらい

図表 1　女性部下との仕事でやりづらさを感じる点
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資料出所：日本総合研究所「女性の活躍推進に関する男性管理職の意識調査結果（2015）」

図表 1　女性部下との仕事でやりづらさを感じる点

資料出所：日本総合研究所「女性の活躍推進に関する男性管理職の意識調査結果（2015）」

セクシュアルハラスメン
ト対策を社内で進めたい

のですが、経営層の意識が低い状
況です。どうしたらよいでしょう
か。

Q8

女性部下の育成の際に、
男性管理職に対して、特

に注意を促しておくことはありま
すか。

Q10
社内だけでなく、外部と
の関わりのなかでセク

シュアルハラスメントを防ぐため
に、最近では、どのようなことに
注意を促すことが必要ですか。　

Q11

女性活躍を進めたいので
すが、セクシュアルハラ

スメントを心配し、男性管理職に
よる女性部下に対する指導がうま
くいかないなどの問題が起こって
います。どのようなことに取り組
んでいけば良いのでしょうか。

Q9
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A �「連合の調査」によれば、
就職活動中にセクシュア

ルハラスメントを受けたことがあ
る人は約1割、20代男性におい
ては、約2割という回答結果が
示されています。セクシュアルハ
ラスメントの内容で最も多いの
は、「性的な冗談やからかい」
（39.8％）であり、「性的な事実
関係（性体験など）の質問」
（23.9％）、「食事やデートへの執
拗な誘い」（20.5％）と続きます。
OB/OG訪問含め、採用活動等に
関わる従業員には、就職活動を行
う学生に対して、セクシュアルハ
ラスメントをすることがないよう
に、注意を促すことが重要です。

A 相談者および行為者等の
プライバシーの保護を行

うことを前提に、相談室、相談専

用のメールアドレスや専用電話、
相談担当者等の設置が必要とされ
ます。最近では、広く不祥事の予
防という観点から、外部の専門家
（弁護士等）に窓口を設置する企
業も少なくありません。
　また、相談をするということは、
相談者にとって心理的にハードル
が高いことです。相談担当者は、
相談者の気持ち配慮しながら中立
な立場で、相談を受けることが求
められます。相談内容を正確に把
握することが目的のため、自分の
意見をいうことは控えなければな
りません。相談担当者が無理に解
決するのではなく、相談を受けた
後の対応や体制等を事前に決めて
おくこと、事業者が相談担当者に
対しても、カウンセリングの手法
など、教育研修の機会を提供する
ことが必要です。

A 相談者から聞いた相談内
容を整理すること、必要

に応じては、相談記録という形に
することが求められます。関係者、
相談内容（いつ、どこで、誰が、
などを明確に）、行為者に対する
対応、相談状況などの事実関係を
明らかにするために必要な項目の
整理が必要です。相談者が匿名を
希望する際には、会社として対応
できることには限界があることを
事前に説明をしておくことが求め
られます。

A 行為者と相談者の認識に
違いがあり、意見が異な

る場合には、客観的事実を把握す
ることを目的とし、目撃者や同様
のハラスメントを受けている者を
対象に、第三者へのヒアリング調

そう思う そう思わない

子どもが３歳くらいまでは、
母親は仕事を持たずに育児に専念すべきだ

子どもが小学生くらいまでは、
母親は仕事を持たずに子育てに専念すべきだ

子どもが３歳くらいまでは、
母親は仕事を持たずに育児に専念すべきだ

子どもが小学生くらいまでは、
母親は仕事を持たずに子育てに専念すべきだ
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図表 2　子育てに対する性別役割分担意識

資料出所：日本総合研究所「女性の活躍推進に関する男性管理職の意識調査結果（2015）」

セクシュアルハラスメン
トの相談体制の整備にあ

たって、どのような点に配慮が必
要でしょうか。

Q12

セクシュアルハラスメン
トの解決には、事実関係

の調査が重要になってきますが、

Q13

第三者へのヒアリング調
査は、どのようなタイミ

ングで行えばよいのでしょうか。

Q14

その前段階では、どのようなこと
に注意が必要でしょうか。

女性登用
賛成派

女性登用
反対派

ハラスメント対策を契機に「働きがいのある職場」をめざす
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査が必要となります。しかし、第
三者へのヒアリング調査を行うこ
とで、問題としている内容が社内
に広まる可能性が高くなります。
ヒアリングを行う第三者の人数は
最小限とし、第三者に対しても守
秘義務を理解してもらうことが大
切です。

A 相談者に対しては、行為
者と引き離すための配置

転換や、メンタルヘルス不調への
相談対応等の措置などが必要で
す。行為者への対応としては、就
業規則等に定められた制裁措置な
どが考えられます。取るべき具体
的な対応については、最終的には、
内容に応じて各企業が判断をする
ことになります。

A 行為者による再発を防ぐ
ということと、会社とし

てセクシュアルハラスメントを発
生させないように、今まで行って
きた予防策を見直し、改善してい
くことが求められます。発生した

事例の背景などを踏まえ、新たな
防止策を検討し、研修の強化や、
職場環境の改善を変えていくこと
が望まれます。

　「平成 30 年度都道府県労働局
雇用環境・均等部（室）での法施
行状況」（厚生労働省）によれば、
セクシュアルハラスメントの是正
指導件数は、過去 3 年で増加傾向
であり、4,953 件に上ります（平
成 28 年度は 3,860 件）。
　セクシュアルハラスメントが発
生する背景には、従業員の多様な
価値観に対する理解の不足や、職
場内のコミュニケーションの問
題、過度なストレスがかかる労働
環境など、組織体質として何らか
の問題を抱えている場合がありま
す。セクシュアルハラスメントが
発生した際には、行為者固有の問
題としてとらえるのではなく、職
場環境に起因した問題としてとら
え、改善を行っていくことが組織
を改善するきっかけにも繋がると
考えます。
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PROFILE

性的な言動があったこと
が事実関係の確認で明ら

かとなった場合、どのような対応
が必要なのでしょうか。

Q15

セクシュアルハラスメン
トが発生した場合の再発

防止はどのように行ったらよいで
しょうか。

Q16

ハラスメント対策を契機に「働きがいのある職場」をめざす


